
項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1
生活習慣病の発症予防、発症から重症化予防に至るまで関係機関と連携した保健指
導と医療提供体制の構築

1
生活習慣病の発症予防・重症化
予防の推進

1
健康寿命を全国のトップク
ラスまで延伸

2 性差や年齢、ライフコースを加味した健康情報や保健指導が途切れない体制づくり 2
ライフコースアプローチを踏ま
えた健康課題への取組

3
健康に関心の薄い人も含めて、ICTの活用等、自らが無理なく健康な行動をとれるよ
うな環境づくりの推進

3
府民の健康を多様な主体や地
域、世代間交流で支え守るため
の社会環境整備

4
「きょうと健康長寿・未病改善センター」による京都府健診・医療・介護総合デー
タベース等ビッグデータを活用したエビデンスに基づく健康づくりの推進

5 多様な主体を巻き込んだ健康づくり施策の展開

ロジックモデル（第３章１（１）生活習慣の改善）

※上記１～３の中間アウトカム
　それぞれに影響



中間アウトカム【目標】 分野アウトカム【目指す方向】

・フッ化物応用等によるむし歯予防
①	ライフステージに応じた知識の普
及啓発等による歯科疾患の予防

◎健康寿命の延伸、健康格差の縮小

・学校等における歯科口腔保健指導の実施 ②	歯科健（検）診受診体制の整備
〇生涯にわたる定期的な歯科健診の
受診

・歯科健(検)診の実施

〇歯科疾患の予防・重症化予防
・むし歯、未処置歯の減少
・歯周病を有する者の減少
・歯科疾患と関りがある生活習慣や
疾病の改善・予防

・歯科疾患予防のための知識の普及

〇口腔機能の獲得・維持・向上
・良好な口腔の成長・発育
・歯の喪失防止
・咀嚼良好者の増加
・オーラルフレイル予防

・オーラルフレイル予防、口腔機能の維持・向上に
よる介護予防の推進

・障がい者（児）や要介護者の歯科保健医療・口腔
衛生管理の充実

③	歯科保健医療を受けることが困難
な者に対する歯科口腔保健の充実

・医療・保健・福祉の連携による歯科保健医療・口
腔衛生管理の推進

・障がい者歯科診療体制の充実

・人材育成研修等の実施
④	歯科口腔保健を推進するために必
要な社会環境の整備

・歯科と医科・薬局等との連携の推進

・在宅歯科医療の充実

・大規模災害時（感染症まん延時等を含む）におけ
る歯科口腔保健のための体制整備

・口腔保健支援センターの設置・運営

・京都府民歯科保健実態調査の実施

・府民運動の推進
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個別施策【具体的な施策】

ロジックモデル(第３章１（２）歯科保健対策)



項番 項番 項番

1 1 1

2 2

3 3 2

4 4

5

こどもの異常の早期発見・早期支援に関する取組

こどもの安全の確保（虐待未然防止・事故予防）

こどもの安全を確保するため地域における子育て支援
見守りの体制を充実する。

ロジックモデル（第３章１（３）：母子保健対策）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

学童期・思春期からの妊娠出産に関する正しい知識の
普及啓発

望むときに安全にこどもを産むことができるよう妊産
婦のリスクを低減する。

望まない妊娠を防ぎ、望む妊娠を叶え、望むときに安
心してこどもを産み育てることができる。

地域でこどもが健やかに成長・発達できる。

妊娠準備期の男女への支援
（不妊治療への支援を含む）

個人の状況にあわせた妊産婦支援・子育て支援を提供
する。

妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない支援
（伴走型支援の実施）

各種スクリーニングにより発見した支援が必要なこど
もを適切な支援につなげる。



項番 項番 項番

1 1 1

2

3 2

ロジックモデル（第３章１（４）青少年期の保健対策　ひきこもりの一体的支援）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

学齢期からの切れ目のない支援
ひきこもりの早期把握・早期支援から、社会適応訓練、
自立までの一体的支援

府民がひきこもりについて正しく理解し、ひきこもり状
態の者やその家族が地域で安心・安定して生活を営むこ
とができる状態

社会参加、自立に向けた支援

地域ネットワーク構築による未然防止
市町村や関係団体等による地域ネットワークの構築、ひ
きこもりの未然防止



ロジックモデル（第３章１（４）青少年期の保健対策　薬物乱用防止・たばこ・性感染症）

薬物依存症となった者の回復を支援する体制の整備

「きょうと薬物乱用防止行動府民会議」を中心に、薬物乱用
防止指導員や学生啓発リーダー等による予防啓発活動強化

小学校、中学校等での学校薬剤師による薬教育の実施や「薬
物乱用防止教室」の開催を支援

NPO団体と協働して「きょう‐薬物をやめたい人‐のホッとラ
イン」を設置し、薬物依存者やその家族からの相談を実施

府民が薬物の害について正しく理解し、適切に医薬品を使
用し、安心・安全に暮らせる状態

分野アウトカム中間アウトカム個別施策

薬物乱用の未然防止と適切な医薬品使用に係る正しい知識
の普及・啓発

学校、医療機関、企業等と連携したがん教育及び望遠教育の
実施・推進

たばこに関する正しい知識の普及、未成年の喫煙防止
未成年者がたばこや性感染症などに関する正しい知識を持
ち、自らの健康を守ることができる社会環境の構築

性感染症に係る啓発、情報発信 性感染症に関する正しい知識・理解の普及



項番 項番 項番

1 1 1

2 2

3 3

高齢になっても生きがいを持って活躍できる地域
づくりと介護予防・生活支援等の充実

分野アウトカム中間アウトカム

ロジックモデル（第３章１（５）高齢期の健康づくり・介護予防）

個別施策

市町村において多様な介護予防・生活支援サービ
スが実施されている

身近な地域での介護予防の取組が充実されている

高齢者が社会参加している、社会貢献活動に取り
組まれている

高齢者の社会参加支援と社会貢献活動への誘導

総合事業充実に向けた市町村支援

効果的な介護予防・フレイル対策の推進



中間アウトカム【目標】 分野アウトカム【目指す方向】

大学、メディア等と連携したばこの健康に対する
影響について啓発、禁煙外来や禁煙指導の体制充
実、受動喫煙防止憲章の啓発に取り組む。

たばこ対策、がん検診の更なる推進など１次予
防・２次予防の強化によるがんの予防、早期発
見・早期治療でがんで亡くなる人の減少

誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての府
民とがんの克服を目指す。

がん検診強化月間を設定し、啓発イベントやマス
メディアも活用した啓発を実施

民間企業と連携した啓発の実施や、事業所を通じ
てがん検診受診促進を働きかけ、企業、職域保健
関係者との連携・支援を強化

中間アウトカム【目標】

標準治療の均てん化を目指し、拠点病院等の機能
強化を支援

がん医療の向上やがん診療連携拠点病院等を中心
としたがん医療の均てん化

府医師会、府看護協会、拠点病院等との連携によ
る地域医療機関の医療従事者が受講しやすい研修
の環境整備、緩和ケアチームの質の検証、緩和ケ
アに関する普及啓発

小児がん拠点病院と地域の小児がんに携わる医療
機関との連携体制の強化、移行期支援、相談支援
機能の更なる充実

専門医療機関連携薬局（がん）の認定推進と、普
及啓発

中間アウトカム【目標】

がん相談支援センターの機能強化、関係団体と連
携し情報冊子の周知・情報提供の更なる強化

がん患者とその家族を社会全体で支える取組を実
施し、がんになっても安心して暮らせる社会の構
築

小児・AYA世代に対して、復学、就労等切れ目のな
い相談等の体制を整備

がん医療に関する相談支援及び情報提供を推進
し、療養生活の質の向上

高齢がん患者とその家族に対して、意思決定が困
難ながん患者や、看取り期におけるがん患者への
意思決定支援

アピアランスケアを必要とする患者等の実態を把
握し、支援制度を検討

中間アウトカム【目標】

患者・市民参画の更なる推進に向けた仕組みにつ
いて検討

府民本位のがん対策を推進する観点による患者・
府民参画の推進

ＩＣＴやＡＩを含むデジタル技術の活用による医
療のデータ化とその利活用の推進について検討

医療・福祉・保健サービスの効率的・効果的な提
供や、患者やその家族等のサービスへのアクセシ
ビリティ向上の観点によるデジタル化の推進

感染症発生・まん延時や災害時等の状況下におい
ても、必要ながん医療を提供できるような体制整
備を推進

感染症発生・まん延時や災害時を見据えた対策

ロジックモデル（第３章２（１）がん） ※今後改変予定
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項番 項番 項番

1 1 1

2

3 2

4

5 3 2

6

7 4

8 3

9 5

10

ロジックモデル（第３章２（２）：脳卒中）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

危険因子の知識を普及させる。 【予防】基礎疾患および危険因子の管理ができている。

特定健診の内容を見直す。
特定健診・特定保健指導を受けることができている。

突然の症状出現時に急性期医療を担う医療機関への受診勧奨
指示ができている。

【救護】患者ができるだけ早期に専門医療機関へ搬送され
る。

脳卒中の発生が減少している。

急性期医療を担う医療機関へ迅速に搬送できる体制が整って
いる。

生活機能の維持・向上のためのリハビリテーション、支援が
提供される体制が整備されている。

回復期および急性期の医療機関等との連携体制が構築されて
いる。

 脳血管疾患患者が日常生活の場で質の高い生活を送ることが
できている。

廃用症候群を予防し、早期に自立できるリハビリテーション
実施体制が整備されている。

脳卒中による死亡が減少している。

専門医療スタッフにより集中的なリハビリテーションが実施
可能な医療機関が整備されている。

【回復期】身体機能の早期改善のための集中的リハビリテー
ションを受けることができる。

急性期および維持期の医療機関や施設、地域の保健医療福祉
サービスとの連携体制が構築されている。

【維持期・生活期】日常生活への復帰、生活機能維持・向上
のためのリハビリテーションを受けることができる。

脳卒中の急性期医療に対応できる体制が整備されている。
【急性期】発症後早期に専門的な治療を受けることができ
る。



項番 項番 項番

1 1

2

3 2 1

4

5 3

6 4 2

7 5

24時間心血管疾患の急性期医療の専門的治療が実施できる体
制が整っている

【急性期】急性期の心血管疾患の治療の質が確保されてい
る。

ロジックモデル（第３章２（３）：心血管疾患）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病等の危険因子の管理がで
きている

【予防】心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予防できている

健康診断・健康診査・保健指導を受診できている

心肺停止が疑われる者に対してAEDの使用を含めた救急蘇生法
等の適切な処置を実施することができる

【救護】心筋梗塞等の心血管疾患の疑われる患者が、できる
だけ早期に疾患に応じた専門的診療が可能な医療機関に到着
できる

心血管疾患による死亡が減少している

急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送できる

心血管疾患患者の在宅での療養支援体制が整っている

心血管疾患リハビリテーションが実施できる体制が整ってい
る

心血管疾患の患者が日常生活の場で質の高い生活を送ること
ができている

【回復期】発症早期から、合併症や再発予防、在宅復帰のた
めのリハビリテーションと心身の緩和ケアを受けることがで
きる

【慢性期・再発予防】日常生活の場で再発予防でき、心血管
疾患リハビリテーションと心身の緩和ケアを受けることがで
き、合併症発症時には適切な対応を受けることができる



番号 番号 C　初期アウトカム 番号 B　中間アウトカム 番号 A　分野アウトカム

【発症予防】 【発症予防】 【発症予防】

1 ➡ 1
保健指導の拡充・健康診断/診査の受診促進

により、受診率が向上している
1

糖尿病の発症予防のための生活により、糖

尿病のリスクを減少できている
1

予防により糖尿病患者にならず、患者になっ

ても重症化せずに日常生活を継続できる

2 ➡ 2
特定健診での有所見者に受診勧奨、保健指導

が早期受診につながっている
2 糖尿病による生活の質低下が起こらない

【治療・重症化予防】 【治療・重症化予防】 【治療・重症化予防】

1 ➡ 1
検査・治療や血糖コントロール等の専門的指

導を適切に受けられる
1

治療が必要な患者が糖尿病の診断と生活習

慣の指導を受けられる

2 ➡ 2
歯科医師、管理栄養士、保健師、看護師、薬

剤師等と多職種と連携した指導を受けられる

3 ➡ 5
糖尿病性腎症重症化予防プログラムを受けら

れる
2

適切な治療の継続により血糖コントロール

を維持し、重症化が抑制されている

【合併症の治療・重症化予防】 【合併症の治療・重症化予防】 【合併症の治療・重症化予防】

1 ➡ 1
糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症など慢性合併

症の専門的検査・治療を受けることができる
1

糖尿病の合併症に対する専門治療により臓

器障害が予防され、生命予後が改善してい

る

D　個別施策

市町村及び保険者が行う保健指導の拡充・健康診断や健

康診査の受診を促進する

ロジックモデル（第３章２（４）：糖尿病） 

糖尿病性腎症など慢性合併症の専門的検査・治療を行う

医療機関の情報提供

特定健診での有所見者への受診勧奨、保健指導を実施す

る

検査・治療や血糖コントロール等の専門的指導を適切に

実施できる医療体制の構築

歯科医師、管理栄養士、保健師、看護師、薬剤師等多職

種と連携し支援体制の構築

京都府版糖尿病腎症重症化予防プログラムの推進



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1
福祉サービスの基盤整備
福祉人材の養成

1 精神障害者の地域移行、地域定着の推進 1
精神保健医療福祉の支援を要する方が、安心して
その人らしい地域生活を送ることができる

2
依存症、児童思春期精神疾患やてんかん、PTSD、摂食障
害など様々な精神疾患に対応する医療機関の確保

2 専門医療の確保

3
相談体制の充実
未治療期間の短縮

3 早期発見、早期対応の促進

4
精神科救急医療提供体制の充実
円滑な救急患者の受入

1 精神科救急医療体制の充実

5 精神科身体合併症医療体制の充実 2 精神科身体合併症医療の推進

5 災害精神医療の対応力向上 3 災害精神医療提供体制の確保

ロジックモデル（第３章２（５）精神疾患）



項番 項番 項番

指標 認知症サポーターの養成 指標
認知症の本人の社会参加支援、普及啓発をを通じて、認知
症に対する社会のイメージを変える

指標
認知症になっても、本人の意思が尊重され、住み慣れた地
域で安心して暮らし続けることができていると考える認知
症当事者の割合

指標 京都高齢者あんしんサポート企業の登録拡大

指標 京都認知症応援大使等当事者による発信機会の拡大

指標 チームオレンジの設置促進

指標 認知症介護実践者研修の実施

指標 認知症対応力向上研修の実施

指標 認知症予防に関する正しい理解の促進

指標 認知症カフェの設置拡大

指標 認知症本人ミーティングの開催促進

指標 支援者のための若年性認知症研修の実施

指標 若年性認知症コールセンターの運営

指標
認知症疾患医療センターにおける若年施認知症支援事例の
共有

指標 圏域ごとの研修会や事例検討会の実施

指標 認知症初期集中支援チームによる支援の充実 指標 診断直後から認知症の本人・家族に寄り添った支援の充実

指標 認知症サポート医の養成

指標 認知症サポーターの養成（再掲）

指標 京都高齢者あんしんサポート企業の登録拡大（再掲）

指標 異業種連携協議会によるモノやサービス創出支援

指標 チームオレンジの設置促進

指標 認知症カフェの設置拡大（再掲）

指標 ピアサポートの実施

指標 認知症疾患医療センターにおける本人・家族教室の開催

指標
認知症の人の生活に関わる関係者の意思決定支援スキルの
向上

指標 京都認知症総合センター・ケアセンターの整備 指標
状態や環境が変わってもとぎれずに医療・介護サービスを
受けられる医療・介護連携体制の構築

4

5

1

家族・介護者等への支援の強化

認知症の人の意思決定の支援及び権利擁護の保護

とぎれない医療・介護サービスが受けられる仕組みづくり 医療提供体制の構築

3

認知症の人の就労、社会参加の支援の強化

若年性認知症施策の強化

早期発見・早期鑑別診断・早期対応ができる体制づくり 認知症の本人・家族を支える地域体制の構築

地域での日常生活におけるバリアフリー化の推進

2

相談体制の整備等

ロジックモデル（第３章２（６）認知症対策）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

すべての人が認知症を正しく理解し適切に対応できる環境づくり 認知症の本人の活動に対する支援
認知症になっても、本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることができる社会の実現

1

1

1

2

1

3

3

2



項番 項番 項番

1 1 1

2

3 2

4

5 3

6

7 4

8

ロジックモデル（第３章３（１）発達障害）

中間アウトカム 分野アウトカム

発達障害の診断・診療を行う医師確保による医療提供体制等
の整備

発達障害児者が、個々の特性・状況に応じて、また、ライフ
ステージを通して地域で安心して暮らすことができる。

療育等に必要な専門職の育成による地域における療育支援体
制の充実

発達障害者支援センターおよび圏域支援センターの機能強化
による地域支援体制の推進

強度行動障害のある児者への対応たのため、地域の支援者間
の連携・情報共有・ネットワーク構築による地域支援体制の
整備

事業所において適切な指導助言ができ現場支援で中心となる
「中核的人材」の育成

強度行動障害等の困難事例に対応する地域支援マネジャー
「広域的支援人材」の育成

個別施策

発達障害診断医の養成

医師を対象に、発達障害の理解を深める機会の提供や、連携
体制が進む仕組みを検討

職能団体と協働した人材確保策の実施

市町村や事業所の具体的ニーズの把握、地域で必要な専門人
材確保策の検討

発達障害者支援センターによる、地域支援の専門機関とし
て、困難ケースへのスーパーバイズや職能団体と連携した専
門職育成

圏域支援センターに地域支援マネジャーを配置し、地域診断
の視点を踏まえ、市町村支援・事業所支援や地域の支援体制
の整備



項番 項番 項番

1 1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

高次脳機能障害への府民や企業等の理解が進み、当事
者と家族が孤立することなく地域での生活や社会参加
を行うことができる状態

ロジックモデル（第３章３（１）高次脳機能障害対策）

グループワークの実施。当事者会、家族会への活動支援や交
流会の開催、支援者養成研修の実施

分野アウトカム

漫画やパンフレット・リーフレット等による府民啓発の実施
や医療関係者等研修会（テーマ：診断書の作成、就労、社会
的行動障害、自動車運転の再開評価など）の開催

高次脳機能障害を正しく理解するための啓発のほか、
医療・福祉・就労関係者向けの専門研修会等を実施
し、早期の支援につなげる

一般企業などでの就職に向けて必要な体力や職業スキ
ルを習得するため、職業能力評価とともに就労支援機
関等との連携を強化

職業能力評価の実施、就労支援機関との連絡会の開催

個別施策 中間アウトカム

専任コーディネーターによる相談事業の実施、各圏域及び府
域全体のネットワーク会議、事例検討会の開催

高次脳機能障害の相談支援機能の充実とともに、リハ
ビリテーションサービス資源の確保、質の向上を図
り、府域の関係機関によるネットワークを圏域を超え
て構築

各圏域の資源調査の実施とともに、支援パンフレット、資源
マップ等の作成・普及

必要な支援が途切れることなく受けられるよう、各圏
域での資源調査とともに、高次脳機能障害者支援パン
フレット、資源マップ等を作成・普及

高次脳機能障害の診断・治療に関わる医師や自立訓練事業所
等の確保に向けた、関係団体との協議

高次脳機能障害者の日常生活や社会生活を支援する自
立訓練事業所等の拡充

専任コーディネーターを中心としたグループワークに
より、高次脳機能障害者とその家族の交流を図るとと
もに、憩いや安らぎの場を提供。また、支援者養成に
も取組む



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

＜難病対策＞

1 医療費助成等の実施 1 医療費助成等の実施 1

難病患者に対する良質かつ
適切な医療の確保及び難病
患者の療養生活の質の維持
向上

2
難病診療連携拠点病院及び難病医療協力病院等からなる「難病医療連絡協議会」の
開催や、拠点病院におけるかかりつけ医・一般医療機関等からの相談対応等を通じ
て、医療機関相互の連携・協力を進め、難病医療の均てん化を推進

2
難病医療の均てん化や地域にお
ける重症難病患者受入の円滑化
のための体制強化

3
家族の疾病や休息等の理由により在宅療養の継続が一時的に困難な難病患者を受け
入れる在宅重症難病患者一時入院事業の対象医療機関を拡大

4
令和６年４月からの「登録者証」発行の動きと合わせた難病制度に関する情報発
信・普及啓発

3 難病への理解促進

5 京都難病相談・支援センターにおけるボランティアの育成

6
医療機関や訪問看護ステーション等の看護師、介護保険事業所や障害者支援関連事
業所のホームヘルパーなど、地域での医療や介護に関わる従事者向け研修の実施

4
在宅療養を支える従事者の知
識・技術の向上

7
難病患者への対応に係る保健所の知識・技術を生かしつつ、市町村を主体とした個
別避難計画作成の仕組みの構築

5
市町村をはじめとする関係機
関・団体と連携した難病患者の
災害対策の推進

ロジックモデル（第３章３（２）：難病、原爆被爆者、移植対策等）



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

ロジックモデル（第３章３（２）：難病、原爆被爆者、移植対策等）

＜小児慢性特定疾病対策＞

1 医療費助成等の実施 1 医療費助成等の実施 1
慢性疾病児等及びその家族
の負担軽減及び慢性疾病児
等の自立・成長

2
相談支援や現行の各種自立支援事業、京都小児慢性特定疾病児童等地域支援協議会
等を通じた慢性疾病児等及びその家族の実態の把握及び課題の分析、対応方策の検
討及び実施

2
慢性疾病児等及びその家族の実
態把握・課題分析及びそれに対
応する自立支援事業の拡充

3
小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事者間の連携など支援体制の整備や、
自身の疾病等の理解を深めるなどの自律（自立）に向けた支援を行う「京都府移行
期医療支援センター」（仮称）の設置検討

3

小児を中心とした医療から成人
を対象とする医療への移行期に
おける継続的で良質な医療サー
ビスの発達に応じた提供

2

特別な医療ニーズを持つ慢
性疾病児等が生涯にわたり
持てる機能と潜在能力を最
大限に発揮すること



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

ロジックモデル（第３章３（２）：難病、原爆被爆者、移植対策等）

＜原爆被爆者対策＞

1 医療費助成等の実施 1 医療費助成等の実施 1

原子爆弾の放射能に起因す
る健康被害に苦しむ被爆者
の健康の保持及び増進並び
に福祉の充実

2 被爆者健康診断受託医療機関の拡大 2
被爆者向け健康管理事業の継続
実施・利便性の向上

3
府民だよりやホームページ等を通じた「黒い雨」新基準をはじめとする被爆者援護
施策の周知啓発

3
「黒い雨」新基準をはじめ、被
爆者援護施策に係る周知啓発



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

ロジックモデル（第３章３（２）：難病、原爆被爆者、移植対策等）

＜臓器移植等の推進＞

1
府内集客施設等におけるグリーンライトアップ、各種府民参加イベントにおける臓
器移植ブースの出典等を通じた普及啓発

1
臓器移植に関する理解促進及び
意思表示率向上のための普及啓
発

1

正しい知識や情報を持つ本
人の意思に基づいて臓器が
提供され、より多くの移植
を必要とする人に移植が行
われ、健康が回復すること

2 市民団体等からの依頼に基づく出前講座の実施

3
学校と連携した出前授業の実施（中学校の道徳科の教科書で「臓器移植」が題材と
して掲載）

4 献血やイベント等に併せて骨髄バンクドナー登録会を実施

5 日赤近畿ブロックさい帯血バンク等との連携を図り、必要なさい帯血を確保

6
京都府臓器移植コーディネーターが臓器移植協力病院を定期的に巡回訪問し、院内
体制の整備状況を確認するとともに、情報提供・指導を実施

2 施設間連携の強化

7
臓器移植協力病院内に複数職員による院内臓器移植コーディネーターを設置し、院
内で臓器移植の啓発、マニュアル作成、シミュレーション実施等の体制づくりを推
進

8
院内臓器移植コーディネーター協議会等を通じた、臓器提供の経験が豊富な施設か
ら経験が少ない施設等に対する情報・ノウハウの共有



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

ロジックモデル（第３章３（２）：難病、原爆被爆者、移植対策等）

＜アレルギー対策＞

1 府内におけるアレルギー疾患診療医療機関情報のホームページでの発信 1
アレルギー疾患等の重症化の予
防及び症状の軽減に資する適切
な情報の提供

1

アレルギー疾患を有する者
が、居住する地域にかかわ
らず等しく適切なアレル
ギー疾患医療を受けること
ができ、生活の質の維持向
上を実現

2 府民向け講演会等の開催

3
「食物アレルギーの子　京都おこしやす事業」に取り組む協力宿泊施設・食事提供
施設のさらなる掘り起こし及びホームページでの発信

4 乳幼児のスキンケアに関する啓発冊子の作成及び市町村への配布

5
化学物質過敏症に苦しむ方への理解や配慮について広く啓発を行うとともに、化学
物質過敏症に関する国の研究結果等の情報をホームページ等で発信

6 府内医療機関を対象とした実態調査の結果を活用した病診連携の推進 2
かかりつけ医と専門医療機関の
円滑な診療連携体制の構築によ
る医療の均てん化

7 医療従事者向け研修の実施 3
アレルギー疾患医療に携わる医
療従事者等の人材育成（知識・
技能の向上）

8 保健師、栄養士や学校、児童福祉施設等の教職員向け研修の実施

9
被災者支援部署との平時からの連携による避難所における食物アレルギーを有する
者のニーズ把握、食物アレルギーに配慮した食品等の確保

4 災害時の対応



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

ロジックモデル（第３章３（２）：難病、原爆被爆者、移植対策等）

＜アスベスト＞

1
保健所において、患者・家族・遺族に対する健康に係る相談対応や救済給付の申請
対応等を継続実施

1
健康被害者の早期治療や救済へ
繋げるための相談機能の継続

1

石綿による健康被害を受け
た者及びその遺族に対し、
迅速な診断、早期治療や十
分な補償等の措置が行われ
ること〔国の責務〕



・

ウイルス性肝炎の感染経路や、非ウイルス性肝炎の原因
（アルコール性、脂肪性）等についての正しい知識の普
及啓発
（リーフレット、肝炎情報ガイド等）

・
医療器具の消毒や滅菌等の感染防止策を徹底
（リーフレット、肝炎情報ガイド等）

・
乳児期Ｂ型肝炎ワクチン定期接種の確実な実施
（市町村肝炎対策実施状況調査：妊婦検査での陽性者把
握）

・ 無料肝炎ウイルス検査実施医療機関の増加

・
検査の重要性について周知
（市町村肝炎対策実施状況調査：周知）

・
受検しやすい体制の整備
（市町村肝炎対策実施状況調査：利便性を高める取組）

・
受診勧奨体制を整備し、受療及びフォローアップを推進
（市焼損肝炎対策実施状況調査：個別案内・勧奨の実
施）

・ 肝疾患専門医療機関の増加

・
適切な治療を継続して受けられるよう、医療体制の整備
を支援（再掲）
（北部地域の肝疾患専門医療機関（再掲））

・
適切な受診を促す体制の整備を推進
（重症化予防検査費用助成件数）

・
肝炎に関する基礎的な知識の普及啓発や受検者の相談に
対応できる人材(肝炎コーディネーター)の活動支援

・
肝炎医療に関する最新の知見を医療関係者に周知
（肝疾患相談センターの医療機関向け研修会）

・
より効果的で分かりやすい普及啓発活動の実施
（市町村肝炎対策実施状況調査：周知媒体を併用する市
町村数）

・
肝炎患者が安心して生活、就労できる環境づくり
（患者会との意見交換）

・
相談支援体制の充実
（肝疾患相談センターの活動支援）

・
肝炎患者等の不安の軽減及びがん対策と連携した取組の
推進
（肝がん・重度肝硬変に係る助成）

・
肝炎をめぐる状況の変化を的確に捉え、必要に応じて見
直しを行いながら対策を推進
（肝炎対策協議会開催）

その他肝炎対策の推進 関係者が一体となった総合的な取組を推進

個別施策

啓発及び医療に関する人材 肝炎に関する知識の普及啓発と肝炎患者等の人権尊重

知識の普及等

検査実施体制 肝炎ウイルス検査の早期受検と速やかな治療の実施

医療提供体制

ロジックモデル（第３章３（３）：肝炎対策）

予防 予防するための取組の実施 肝炎から肝硬変又は肝がんへの移行者を減らす

中間アウトカム 分野アウトカム



項番 項番 項番

1 1 1

2 2

3

4

5

ロジックモデル（第３章３（５）：健康危機管理）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

健康危機情報の発信 未然防止措置の確保 健康危機事案発生時における府民の生命及び健康の安全確保

将来発生が見込まれる新興感染症等に対応するための体制の
構築

健康危機管理関連のマニュアル類の見直し

保健所、保健環境研究所等で実施する疫学調査、試験検査等
を迅速かつ正確に行う体制の構築

健康危機管理事案が発生した場合における迅速な対応のため
に必要な措置の確保

IHEAT及びDHEATの体制の整備


